
改正食品リサイクル法改正食品リサイクル法
についてについて

東京都環境局

廃棄物対策部計画課



○食品関連事業者

食品の製造、流通、販売、外食など

（約１００万事業者）

食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者

飲食店業、その他食事の提供を伴う事業として政令
で定めるものを行う者

沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業

○食品リサイクル法（平成１３年５月１日施行）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律



○食品廃棄物等

食品が食用に供された後に、又は食用に供
されずに廃棄されたもの

食品の製造、加工又は調理の過程において
副次的に得られた物品のうち食用に供すること
ができないもの

○食品循環資源

食品廃棄物等のうち有用なもの



○再生利用

食品循環資源を「肥料」、「飼料」、「油脂及び
油脂製品」、「メタン」として利用し、又は利用す
る者に譲渡すること

○再生利用等

発生抑制、再生利用、減量（脱水、乾燥、発
酵、炭化）

○数値目標（基本方針）

平成１８年度までに年間排出量の２０％削減



判断基準の策定

全ての食品関連事業者

判断基準に沿った取り組み
指導・助言

勧告・公表

命令・罰則

食品関連事業者のうち

食品廃棄物等の発生量

年間１００トン以上

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき
事項を定める省令



食品循環資源の再生利用等の実施率の推移食品循環資源の再生利用等の実施率の推移

資料：法律案参考資料から抜粋
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食品循環資源の再生利用等の食品循環資源の再生利用等の
実施率目標（２０％）の達成者割合実施率目標（２０％）の達成者割合

（平成１７年度）（平成１７年度）

２７％２７％１８％１８％食品産業計食品産業計

１３％１３％１０％１０％外食産業外食産業

２２％２２％１７％１７％食品小売業食品小売業

３２％３２％１８％１８％食品卸売業食品卸売業

３３％３３％２２％２２％食品製造業食品製造業

食品廃棄物等食品廃棄物等

多量発生事業者多量発生事業者
全全 体体

実施率目標達成者割合実施率目標達成者割合

資料：法律案参考資料から抜粋



食品循環資源の再生利用等の内訳食品循環資源の再生利用等の内訳
（平成１７年度）（平成１７年度）

２．６２．６０．４０．４１９．８１９．８２１．８２１．８４４．６４４．６３．１３．１４．３４．３５２．０５２．０１１，３６２１１，３６２食品産業計食品産業計

２．７２．７０．３０．３３．３３．３７．０７．０１３．３１３．３４．４４．４３．７３．７２１．４２１．４３，０４３３，０４３外食産業外食産業

２．９２．９０．５０．５８．８８．８１２．７１２．７２４．９２４．９１．６１．６４．４４．４３０．９３０．９２，６２９２，６２９食品小売業食品小売業

４．５４．５０．４０．４２６．４２６．４２４．５２４．５５５．８５５．８１．１１．１４．０４．０６０．８６０．８７４４７４４食品卸売業食品卸売業

２．１２．１０．５０．５３４．８３４．８３５．２３５．２７２．５７２．５３．４３．４４．６４．６８０．６８０．６４，９４６４，９４６食品製造業食品製造業

ﾒﾀﾝ化ﾒﾀﾝ化油脂化油脂化飼料化飼料化肥料化肥料化利用利用

再生再生 （用途別仕向量）（用途別仕向量）

減量減量

発生発生

抑制抑制

再生利用等の実施率再生利用等の実施率

食品廃棄物等食品廃棄物等

年間発生量年間発生量

（千トン）（千トン）

資料：法律案参考資料から抜粋

単位：％



改正食品リサイクル法改正食品リサイクル法
平成１９年６月１３日公布

平成１９年１２月１日施行

○再生利用等実施率の目標の見直し

○再生利用等の追加

○定期報告制度の創設

○認定制度の見直し（リサイクルループ）



再生利用等実施率の目標の見直し Ⅰ

○業種別再生利用等実施率の目標

平成２４年度までに、業種別に達成されること
が見込まれる目標

◇食品製造業 ８５％（平成17年度81%）

◇食品卸売業 ７０％（平成17年度61%）

◇食品小売業 ４５％（平成17年度31%）

◇外食産業 ４０％（平成17年度21%）

（基本方針）



再生利用等実施率の目標の見直し Ⅱ

○食品関連事業者ごとの発生抑制目標
（判断基準省令）

発生原単位が、目標年度までに主務大臣が定め
る業種・業態ごとの基準発生原単位を下回ること。

発生原単位＝
発生量

売上高・製造数量等

（平成２１年度行われる定期報告結果等を分析して設定）



再生利用等実施率の目標の見直し Ⅲ

○食品関連事業者ごとの再生利用等実施率
目標 （判断基準省令）

毎年度、食品関連事業者ごとに設定された当年度
の基準実施率を上回ること。

再生利用

＋再生利用の実施量
＋熱回収の実施量×０．９５
＋減量実施量

当年度における発生抑制の実施量

当年度における発生抑制の実施量
等実施率

＋発生量

＝



基準実施率

＋前年度基準実施率に応じた増加ポイント
＝前年度の基準実施率

増加ポイント

※平成１９年度の再生利用実施率が２０％未満の
場合は、２０％をスタートラインとします。

維持向上維持向上８０％以上８０％以上

１％１％５０％以上８０％未満５０％以上８０％未満

２％２％２０％以上５０％未満２０％以上５０％未満

増加ポイント増加ポイント前年度の基準実施率前年度の基準実施率



≪例≫

Ａ事業者

平成１９年度の再生利用等実施率
（実績）が４５％の場合

平成２０年度 ４５％＋２％＝

平成２１年度 ４７％＋２％＝

平成２２年度 ４９％＋２％＝

平成２３年度 ５１％＋１％＝

平成２４年度 ５２％＋１％＝

この基準実施
率が、Ａ事業
者の目標とな
ります。

４７％

５２％

５１％

４９％

５３％



≪例≫

Ｂ事業者

平成１９年度の再生利用等実施率
（実績）が１５％の場合

平成２０年度 ２０％＋２％＝

平成２１年度 ２２％＋２％＝

平成２２年度 ２４％＋２％＝

平成２３年度 ２６％＋２％＝

平成２４年度 ２８％＋２％＝

この基準実施
率が、Ｂ事業
者の目標とな
ります。

２２％

２４％

２６％

２８％

３０％



再生利用等の追加 Ⅰ

○再生利用

肥料・飼料

油脂及び油脂製品・メタン

追加

炭化して製造される燃料及び還元剤

エタノール



再生利用等の追加 Ⅱ

○熱回収の追加（条件付）

◇再生利用が困難な場合（次のいずれかの場合）

・食品関連事業者から７５ｋｍ以内に再生利用

施設がない場合

・７５ｋｍ以内にあっても、能力超過、性状から

受入困難な場合

◇エネルギー利用の効率

・１６０ＭＪ／トン以上の電気又は熱を利用



再生利用等の追加 Ⅲ

○優先順位

①発生抑制

②再生利用

（飼料の原材料としての利用が優先）

③熱回収

④減量

⑤適正処分



定期報告制度の創設

○食品廃棄物を年間１００トン以上排出する
食品関連事業者（食品廃棄物等多量発生事業者）

○報告事項

・食品廃棄物の発生量、発生原単位

・発生抑制、再生利用、熱回収、減量の実施量

・再生利用により得られた肥料等の製造量

など



○報告時期 平成２１年度から

毎年度６月末までに主務大臣へ

原則、電子申請

○フランチャイズチェーンの場合（条件付）

フランチャイズ本部は、全ての加盟者が排出

する食品廃棄物等の量を含めて１００トン以上
の場合、定期報告が必要
フランチャイズチェーン事業を行う食品関連事業者の食品廃棄物
等の発生量に、その加盟者において生じる発生量を含めて食品
廃棄物等大量発生事業者であるかを判定します。



認定制度の見直し（リサイクルループ）

食品関連事業者
Ａ店舗 Ｂ店舗 Ｃ店舗

再生利用業者 農業者

食品循環資源

飼肥料等

農畜水産物等

主務大臣の認定

廃棄物処理法の一般廃棄物収集運搬業許可不要



廃食用油のリサイクル

○水質汚濁の防止

○食料自給率の向上

○地球温暖化防止

◇全国の事業系回収量 約２６万トン

資料：全国油脂事業協同組合連合会

約２万トン（約２万トン（ ８％）８％）燃料用燃料用

約４万トン（１５％）約４万トン（１５％）工業用（石鹸、塗料等）工業用（石鹸、塗料等）

約２０万トン（７７％）約２０万トン（７７％）飼料用飼料用



登録再生利用事業者（都内）登録再生利用事業者（都内）

大田区城南島３－４－４大田区城南島３－４－４メタン化メタン化バイオエナジー㈱バイオエナジー㈱

墨田区東墨田２－４－６墨田区東墨田２－４－６油脂化油脂化㈱山正㈱山正

墨田区東墨田２－１７－１６墨田区東墨田２－１７－１６油脂化油脂化㈱アズマ油脂㈱アズマ油脂

江東区新砂３－１０－１８江東区新砂３－１０－１８肥料化肥料化太誠産業㈱太誠産業㈱

大田区城南島３－３－２大田区城南島３－３－２飼料化飼料化㈱アルフォ㈱アルフォ

平成２０年６月２日現在

※登録再生利用事業者の内容を更新しております。



東京港

東京臨海部

東京駅

東京 Tower

埋立処分場

スーパーエコタウン事業スーパーエコタウン事業

建設混合廃棄物
リサイクル施設
建設混合廃棄物
リサイクル施設

廃情報機器類等
リサイクル施設
廃情報機器類等
リサイクル施設

食品廃棄物リサイ
クル施設
食品廃棄物リサイ
クル施設

PCB廃棄物処理施設PCB廃棄物処理施設

ガス化溶融等発電
施設
ガス化溶融等発電
施設



食品廃棄物飼料化施設食品廃棄物飼料化施設

事業系一般廃棄物（生ごみ）

飼料
25トン／日

生ごみと廃食油を混合加熱

株式会社アルフォ

産業廃棄物（動植物性残さ）

１４０トン／日



食食品廃棄物バイオガス発電施設品廃棄物バイオガス発電施設

食品廃棄物

１１０トン／日

電力 24,000kWh

バイオマス発電

バイオエナジー株式会社



２３区一般廃棄物処理手数料の値上げ

１２．５円１２．５円/kg/kg
処処 分分

（清掃工（清掃工
場持込）場持込）

１６．０円１６．０円/kg/kg収集運搬収集運搬

現現 行行区区 分分

１４．５円１４．５円/kg/kg

１８．０円１８．０円/kg/kg

平成２０年４月～平成２０年４月～

※多摩地域は異なります


